
三次市教育委員会告示第  号 

 

 

三次市真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業補助金交付要綱の一部を改正す

る告示を次のように定める。 

 

 

平成２８年  月  日 

 

 

三次市教育委員会教育長 松 村 智 由 

 

 

三次市真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業補助金交付要綱の一 

部を改正する告示 

 

三次市真田一幸スポーツ・文化子ども育成事業補助金交付要綱（平成２７年三

次市教育委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項第２号中「総額」の次に「（特定の目的を持った積立金等がある

場合は，それを除いた額）」を加える。 

第１０条中「５年」を「１０年」に改める。 

附則を附則第１項とし，同項に見出しとして「（施行期日）」を付し，附則に

次の１項を加える。 

（この告示の失効） 

２ この告示は，平成３７年３月３１日限り，その効力を失う。 

附 則 

この告示は，平成２８年４月  日から施行し，平成２８年４月１日から適用

する。 

 


